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研修実施手順書 

（令和７年度認定調査員新任研修） 

 

  本研修では、厚生労働省が提供する認定調査員向け e ラーニングシステムを受講していただきます。 

  e ラーニングシステムを受講するには、ID とパスワードが必要となりますので、以下の手順に沿って、 

 ID とパスワードの発行を行ってください。 

 ※発行にあたっては、受講期限に余裕をもって行っていただくようお願いします。 

 ※パソコンを使用する場合の手順です。スマートフォン等を使用する場合は表示画面等が異なります。 

 

【ID・パスワード発行手順】 

（１）以下のサイト URL にアクセスしてください。（QR コードからでも可） 

https://yokaigo-nintei.learning-

ware.jp/sales/apply/top?id=9f6bc49fa5e40b2a60658314d2c0dbc373740df51421c8cc0ac789efb83e1272 

 （２）①利用規約を確認し、②「同意する」ボタンをクリックしてください。 

   

 （３）申込フォームが表示されますので、「初めての方」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

事前準備①（eラーニングシステムの ID・パスワードの発行） 

【QR コード】 
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 （４）②メールアドレスを入力し、③「送信する」ボタンをクリックしてください。 

    

 （５）登録いただいた E メールアドレス宛に、お申し込みフォームのご案内が送信されます。メール本文に

記載されているサイトの URL をクリックしてください。 

    

 （６）なお、メールが届かない場合は、入力したメールアドレスを確認し、「再送する」ボタンをクリックし

てください（入力したアドレスに誤りがある場合は、「再送する」ボタンをクリックする前に、正しいメ

ールアドレスを入力してください。）。 
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 （７）申込フォームが表示されますので、①～④を入力後、⑤「次へ」ボタンをクリックしてください。 

  ※④の自治体コードは「230006」と入力してください。ただし、市町村等から別途指定の市町村コード

を入力するよう指示がある場合は、市町村等の指示に従ってください（ただし、上２桁が「23」である

ものに限ります。）。 

   
（８）入力確認画面が表示されますので、入力内容に間違いのないことを確認した上で、①「以上の内容で

申込む」ボタンをクリックしてください。 
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 （９）以下の画面が表示されたら申込みは完了です。メールが届きますのでご確認ください。 

     

（10）登録いただいた E メールアドレス宛に、申込内容確認メールと、アカウント登録用 URL のお知らせ

の２通のメールが送信されますので、アカウント登録用 URL のお知らせに記載のある①URL をクリッ

クしてください。 
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（11）新規登録画面が表示されます。①の「ログイン ID」欄と②の「パスワード」欄には、ご自身で任意の

ID・パスワードを設定してください。 

③ 「パスワード確認」欄には、②で入力したパスワードと同じパスワードを入力してください。 

① ～③まで入力できましたら、④の「この内容で新規登録する」をクリックしてください。 

 

（12）利用規約が表示されますので、確認の上、①「同意して進む」ボタンをクリックしてください。 
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（13）トップページが表示されましたら、ログインの完了です。 

    

 

  ※ログイン前のシステムの申込方法については、お手数ですが、下記までお問い合わせください。 

   （ログイン後はシステムの「お問い合わせフォーム」から問い合わせるようにしてください。） 

   ＜問い合わせ先＞ 

    要介護認定適正化事業事務局 有限責任監査法人トーマツ  

TEL：0120-586-265  E-mail：kaigo-nintei@tohmatsu.co.jp 
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（１）パソコン等を用意してください。  

（２）手元に「要介護認定認定調査員テキスト 2009 改訂版（令和６年 4 月）」と「要介護認定等の方

法の見直しに係るＱ＆Ａ（平成 21 年 9 月）」を準備してください。 

※いずれも愛知県高齢福祉課の Web サイトからダウンロードできます。 

URL https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/ninteichosain.html 

【掲載場所】愛知県高齢福祉課＞認定調査員研修等について＞4 認定調査員向け資料等 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※これから e ラーニングや要介護認定適正化事業 HP の動画、県作成資料を項目ごとに代わる代わる使

用することになり、煩雑ですが、この手順書に従って、順番どおり受講してください。  

事前準備②（研修資料の準備） 

【QR コード】 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/ninteichosain.html
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目標 要介護認定の解説に入る前に、高齢者の介護を社会全体で支えるしくみである介護保険制度が

創設された背景や現状、仕組みや最近の状況等、介護保険制度への理解を深めること。 

 

手順 県作成資料スライド番号１～12 までを読んでください。 

 

 

  

目標 介護サービス利用のために必要となる要介護認定の概要、考え方及び要介護度区分の決定にあ

たり認定調査がどのような役割を果たしているのか学習します。 

 手順 

（１）e ラーニングシステムログイン URL https://yokaigo-nintei.learning-ware.jp のトップペ

ージに表示されている「講座」ボタンをクリックしてください。 

  

 （２）「認定調査員向け講座」をクリックしてください。 

      

  

１ 介護保険制度創設の背景と基本理念等 

２ 要介護認定の概要と基本設計 

【QR コード】 

https://yokaigo-nintei.learning-ware.jp/
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（３）「初回アンケート」をクリックして、アンケートに回答してください。 

    

（４）トップページに戻り、「講座」をクリックしてしてください。 

   

（５）「認定調査員向け講座」をクリックしてください。 
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（６）「全国テスト」を受講してください。 

※「事前アンケート」、「全国テスト」を受講しないと動画教材等が受講できない仕様になっていま

す。「全国テスト」については、研修受講前のため点数は取れなくても問題ありませんので、これ

から学ぶことに思いを馳せながら解答してください。 

※問題の途中で「終了」ボタンや「×」ボタンをクリックしないようにしてください。誤って画面

を閉じてしまった場合は、再度「全国テスト」ボタンをクリックし、もう一度始めから受験して

ください。 

   

（７）学習教材のうち、「認定調査の基本的な考え方(1)」、「認定調査の基本的な考え方(2)」を視聴し

てください。 

 

（８）要介護認定適正化事業 HP https://nintei.net/ にアクセスの上、画面右上の「研修会用資料」

をクリックし、「１動画」にある「介護認定審査会の手順と特記事項の書き方」解説動画までスク

ロールし、セクション①～⑤ごとにクリックし、視聴してください。 

※e ラーニングは開いたままで大丈夫です。 
【QR コード】 

https://nintei.net/
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 目標 認定調査を行うにあたって、必ず守っていただきたい留意点を学習します。 

 

 手順 県作成資料スライド番号 13～24 までを読んでください。 

 

３ 認定調査の実施及び留意点 
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 目標 概況調査の方法、基本調査 74 項目の定義、選択基準に続いて、特記事項の記載のポイント（「選

択基準（なぜ）」、「手間（どのように）」、「頻度（どのくらい）」を学習します。 

 手順 

（１）県作成資料スライド番号 25～29 までを読んでください。 

（２）e ラーニングに戻って（タイムアウトになっていたら、もう一度ログインしてください）、動画

教材「能力で評価する調査項目」、「介助の方法で評価する調査項目」、「有無で評価する調査項目」、

「平成 27 年度重点講座」をクリックし、順に動画を視聴してください。 

     

（３）事前に準備していた「要介護認定 認定調査員テキスト 2009 改訂版（令和６年 4 月）」の 30 ペ

ージから 157 ページまでに基本調査項目 74 項目についての定義、選択基準、留意点等の記載があ

りますので、１項目ごと読み進めてください。また、県作成資料スライド番号 30～72 で、特に留

意していただきたい点を抜粋して記載していますので、併せて読み進めてください。 

（４）県作成資料スライド番号 73～79 に特記事項の記載のポイント、また、参考として「特記事項

記載例」も掲載しています。一次判定では加味できない介護の手間について、介護認定審査会に

不足なく必要な情報を伝えるため、特記事項の適切な記載方法を学んでください。  

４ 認定調査の進め方 
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 目標 学習の定着度を測ります。誤った箇所はテキストの該当部分を見直します。 

 

 手順 

e ラーニングに戻って（タイムアウトになっていたら、もう一度ログインしてください）、問題集

「初学者問題集」、「令和６年度重点問題集」、「認定調査の基本的な考え方(1)」、「認定調査の基本

的な考え方(2)」、「能力で評価する調査項目(1)」、「能力で評価する調査項目(2)」、「介助の方法で

評価する調査項目(1)」、「介助の方法で評価する調査項目(2)」、「有無で評価する調査項目(1)」、「有

無で評価する調査項目(2)」を解答してください。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） e ラーニングの指定の動画教材・問題集が全て受講済になっている（各動画教材・問題集の横

にチェックマークが表示されている）ことを再度確認してください。 

（２） 指定の日時の集合研修を受講してください。 

（３） 皆さんの研修修了を確認した後、申込市町村等を通じて、「認定調査員研修修了証」を配布しま 

す。「認定調査員研修修了証」は認定調査の際は必ず携帯し、すぐに提示できるようにしておい 

てください。 

５ 確認テスト 

 

６ １～５まで修了した後について 
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最後に 

これから認定調査を行っていく上で、こういう場合にはどうしたらよいのだろうかと迷うことも

たくさんあると思います。 

研修資料の中でもお伝えしていますが、認定調査を実施する上での判断で迷うことがあれば、認

定調査を依頼された市町村等に対応を相談してください。 

選択基準は万能ではありません。特殊なケースでは、選択肢の解は一つではないこともありま

す。そのため、無理に正しい選択肢が何であるのかを考えることに注力せず、選択肢に迷ったと

きには、選択肢を確定する役割を担っている介護認定審査会で適当な判断ができるよう、特記事

項に具体的な状況を記載してください。 

 

また、要介護認定の判断の根拠の大部分は皆さんが実施していただくことになる認定調査の結果

です。基本調査項目の選択ももちろん重要ですが、なによりも特記事項に基本調査項目の定義上

には含まれないような介護の手間を含めて、対象者のトータルの介護の手間が把握できるように

記載することがとても重要になります。認定調査員となる皆さんの重要な役割は「最終的な要介

護度を判定する介護認定審査会に、不足なく必要な正しい情報を伝えること」であるということ

に留意していただき、認定調査を実施いただきたく思います。 


